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今年 2月 のロシアによるウクライナ侵攻により、世界の安全保障をめぐる基本的枠組み

が一変 した。国連安保理常任理事国であり、国連憲章を誰よりも尊重すべき国が、国際法、

国連憲章に反する根拠なき武力行使を行い隣接する主権国家を侵略している。また、核保有

国としてNPT体 制を支える責任を有する国が、核使用をちらつかせ、相手国そして国際社

会を桐喝するという暴挙に出た。

今回の侵略で示されたのは、冷戦期以来培われてきた核を中心 とする「抑止Jと いう世界

の安全保障の基本構造が危機に瀕 しているということである。

1 抑止という「認識の戦い」の危機

抑止 とは、ある国が現状変更の試みをした場合に、得られる利益よりも被る不利益が大

きいことを認識 させ、行動を慎ませるという「認識の戦い」である。抑止が機能するため

には、抑止する側に抵抗する「意思Jと「能力Jがあ り、抑止される側にそれらが「伝達」

され、抑止される側が己の行動により被る損害、不利益を「認識」することが必要である。

その意味で、抑止 というものは、本来的に、客観的、定量的な効果測定は困難であ り、最

終的には政策決定者の判断 という主観的な認知機能に依存するという曖味さ、危 うさを

内在 している。その抑止が核兵器の登場後まが りなりにも主要国間で機能してきたのは、

関係国の政策決定が合理的な計算の下に行われると考えられてきたこと、そして抑止が

破綻 した場合の戦略核へのエスカレーションの恐怖を関係諸国の政策決定者が共有 して

いると考えられてきたことにあったと言えよう。

今回の事態では、それらの前提がもはや崩れているのではないかとの疑念を引き起 こ

した。

一つには、抑止される側への「伝達Jの問題である。2014年 のクリミア併合後、ウク

ライナは防衛力の強化 国防意識の涵養等に努め、容易にはロシアの侵略に屈 しない「意

思Jと「能力Jを高めてきたと言われてお り、実際、ウクライナが攻撃されて以降ウクラ

イナ国民、軍は侵略者に対 して頑強な抵抗を続けている。また、国際社会は、2月 のウク

ライナ侵攻後、ロシアに強力な制裁措置を科すとともに、ウクライナヘの軍事支援を実施

し、ロシアによるウクライナ制圧を困難なものとしている。

これらのウクライナの強い「意思」 と高い「能力」、そして国際社会がロシアに課すこ

ととなった高いコス トは、残念ながら、事前には正確にロシア側に「伝達」されず、十分

に「認識Jさ れることなく、抑止は破綻 した。特に、欧米諸国は、ロシアによるジョージ



ア侵略、クリミア併合等の暴挙に対 して毅然とした対応をとらず、また、欧州諸国のエネ

ルギー面でのロシアヘの依存から、ウクライナ侵略を阻止する強いメッセージを出すこ

とに失敗 した。

ロシアの侵攻直後のプーチンによるウクライナ軍への投降の呼びかけを見るに、プー

チンがいかにウクライナ軍、ウクライナ国民を甘 く見ていたか、独善的で身勝手な「認識」

のもとに侵略を開始 したかが示されてお り、驚きを禁 じ得ない。

結果的に見れば、ウクライナ側及び国際社会の強い抵抗、反応は、ロシアにとっては想

定外のものであ り、事前に十分に「伝達」されていたならば、侵略が抑止されていた可能

性は否定できず、拡張主義的な独裁国家に対 して中途半端な宥和姿勢を示すことのリス

クが明らかになった。

二つには「認識」の問題である。従来から抑止において、特に抑止される側のアクター

は誰なのかという議論はあった。一般には、「官僚政治モデルJと も言われる、政治・軍

事意思決定システムにおける組織的な検討のなかで合理的な計算がなされるであろうと

いう想定、期待があった。しかし、今回の事案を見るに独裁色の強い権威主義故国家にお

いては、システム化された合理的計算を期待することはできず、独裁者 と独裁者に追従す

る一部の取 り巻き (プーチンの場合は「シロビキ」と呼ばれる治安機関出身者)に より「認

識Jが形成 され、判断が行われるリスクが現実化 している。このリスクは、ロシアに限定

されるものではなく、同じく独裁色を強める権威主義国家、中国にも当てはまるものであ

り、中国における科学的知見を無視 した「ゼロコロナ政策」にも同様の危 うさを感 じさせ

られる。

その意味では、今日の抑止政策においては、独裁者そしてその周辺に、現状変更により

被る損失を「認識」させることが重要であ り、相手国の軍事組織の軍人・官僚だけでなく、

より上位の政策決定者にも訴求できる明確な戦略的メッセージを発信する必要があると

いうことであろう。

三つには、核抑止に関わる危機である。ウクライナ侵攻後、2月 27日 、プーチンは、

核戦力を特別警戒態勢に上げるよう命 じ、また、4月 27日 には、「外部が介入するなら

ば、我々の報復は稲妻のように素早い」と述べ、核使用の可能性を示唆 し、ウクライナ及

び国際社会を1同 喝 した。更に、 9月 21日 の部分的動員の発表に際 しても核兵器の使用を

示唆 し欧米諸国を牽制 した。ロシアは、冷戦後、限定的な核使用を行 うことで米国のエス

カレーションを断念させる「エスカレーション抑止」と言われる戦略を採っていると言わ

れてきたが、今回のプーチンの言動は、まさに戦術核の使用の可能性が現実のものとなっ

たことを示 している。これまでの抑止で考えられてきたのは、核超大国による核使用はた

とえ限定的であっても、エスカレーションを招き、最終的には戦略核の撃ち合いになり、

双方の破滅を招 くために、核兵器は使えないという認識であつた。



それが「使える兵器Jに なる可能性が生じた理由は、「安定・不安定のバラドックスJ

のひとつの表れにあると言えよう。核抑「卜論でいう「安定・不安定のパラドックスJと は、

戦略核のレベルでは核戦争は国避 したいという思いは共通なので抑止が安定 しているが、

地域レベルでは、戦略核の撃ち合いには発展 しないだろうということで武力紛争が発生

しやす く抑止が不安定化 している状態を指す。ロシアの「エスカレーション抑 〔卜|の考え

方 も部分的に核を使用 しても戦略核の撃ち合いには発展 しないだろうと考える意味で、

「
安定・不安定のパラドックスJの 形態ということができよう。これまでは地域紛争頻

発の原因として、「安定・不安定のパラドックスJが援用 されることが多かったが、今や、

核超大国自身が、戦略核へのエスカレーションは回避できると思い込んで、限定的な核使

用を現実的な選択肢 と考えているという危機的な状況を迎えていると言わぎるを得ない。

その背景にあるのは、米国の国際秩序維持への意思と能力の信頼性が著 しく低 ドして

いることにある。

2013年 9月 、オバマ大統領は、「米国はもはや世界の警察官ではないJと 表I月 し、レッ

ドラインとしていたシリアのアサ ド政権による化学兵器使用を事実上黙認 した。また、

2014年 のロシアによるクリミア併合についても強硬な対抗措置はとらなかった。後任の

トランプ大統領は、「アメリカファース トJを 1昌 え同盟国との関係を軽視 し、逆に権威主

義 F■l家 の指導者 との個人的な関係を重視 した。バイデン現大統領は、「アメリカは戻って

きたJと して同盟国を重視するとしながらも、同盟国との調整なしにアフガンのガニ政権

を見捨てる形で 方的にアフガンから撤退 した。アメリカの見せた「弱さJは世界に大き

な衝撃を与えた。また、バイデン政権は、「LH産階級のための外交Jと 称 し、米国の労働

者が損害を受けるという理由で、台頭する中国に対抗する国際経済秩序作 りTPPへの参

加を前政権同様に拒否 した。

米国の自国優先の内向き志向が、政権を問わず強まる中、自国防衛のために戦略1//を使

う用意はあるとしても、同盟「■、友好国のために自国民を犠牲にするリスクを負うとは考

えられない、米本土に直接影響 しない地域レベルの紛争のために戦略核へのエスカレー

ションのリスクを負 うとは思えないという「認識Jが世界で、特に権威主義国家の指導部

において定着 しつつあるのではないかと懸念される。結果 として、「安定 不安定のパラ

ドックスJが顕在化 し、権威主義国家による現状変更の可能性が高まり、さらには限定的

な核使用のリスクまで高まっているのではないかと思わぎるを得ない。

2 わが国としてとるべき対応

今や、抑 止を巡る 1認識の戦いJが危機を迎えている。抑止される側に合理的な計算が

必ず しも期待できず、また、抑止される側が、地域レベルで現状変更 してもエスカレーシ

ョンを回避できると思い込んでいる可能1生 がある。

抑 I卜 とは、何事も起きなければ「機能 したJと 言え、何が効果があつたのか定量的、客

観的に把握することは INl難 なものであり、「これをやれば十分Jと いう明快な解を得るこ



とはできない。通常、防衛力を充実 し、日々の訓練により練度を高めれば、「抑止力が向

上 した」と考えがちであるが、それは必要条件であっても十分条件にはならない。抑止さ

れる側の権力者が相手国の覚悟 と力を認知 して、「これは手強いJと 認識 して始めて「抑

止J力輝賄とすることになる。

その意味で、わが国としては、抑止の危機が懸念される中、まずは、自らの「意思」、

「能力」の強化・充実を図 り、その上でそれらを相手に明確に「伝達」し、相手に行動を

起 こすことの不利を「認識」をさせるという地道な努力を続けねばならない。

かかる観点から、我が国の抑止力の強化のためにとるべき施策を自紙的に考えたい。

(1)自 らの「能力Jと 「意思」の強化、相手方への明確なメッセージの「伝達J

①「能力」の強化

何よりもまず、我が国の防衛能力の強化が必要であ り、サイバー攻撃、ハイブリッド

戦、SNSを駆使 した情報戦、無人化等による作戦様相の変化に対応 した、各種作戦能

力の強化、継戦能力の向上、指揮通信機能の整備、宇宙・サイバー・電磁波という新領

域を含む領域横断作戦能力の強化、先端技術の実装化のための研究開発の充実等の施

策を着実に進めることが必要である。

また、北朝鮮、中国など周辺国の ミサイル技術が進化 し、既存の ミサイル防衛態勢で

は迎撃が困難になると見込まれる中、引き続 き総合防空能力を強化するとともに、日本

が独自の「反撃能力」を保有することにより、相手の攻撃を阻上 し得る能力を強化すべ

きである。

これらの施策を実現するためのも、NATO並みの防衛費 GDP2%を 目標 とする取 り

組みは大きな意味がある。 しかし、防衛費をGDP2%に することで問題が解決するわ

けではなく、また、GDP2%に すること自体が目的なのでもないことに留意すべきで

ある。

「能力」を高めるためには、予算を使っての′ヽ― ド面での整備だけでなく、ソフト面

での仕組み作 りも重要である。

米国のベロシ下院議長の訪台を機に、台湾周辺において中国軍の強圧的な軍事演習

が実施 されたことに見られるごとく、わが国周辺で軍事的な危機が生 じる危険性が高

まっている。危機に際 し、わが国として迅速に対応するためには、安全保障関連法制に

基づ く「重要影響事態」、「存立危機事態」、「武力攻撃事態」等の事態認定を適切に行 う

ことが不可欠であり、政府 としては、様々なケースを想定 し手続の迅速化に努める必要

がある。

一方で、今日の超勢としてグレーゾーン事態、ハイブリッド戦などと平時と有事の区

別をつきにくくする現状変更の手法が一般化する中、「武力攻撃事態」、「武力攻撃予預1

事態」等の事態認定がなされた後に、自衛隊の運用等に関わる各種法令の適用除外を認



め、自衛隊の本格的な活動、活動準備に着手する現行の枠組みが妥当なのかも議論する

必要があろう。情勢の変化に即応 して自衛隊として適切な対応を取 るためには、事態認

定前の段階から移動、展開等の準備を効果的に実施する必要があり、事態認定前の各種

法令の適用除外拡大の必要性についても検討を行 うべきである。

法律論だけで言えば、「早 く事態認定すればいい」 という話ではあるが、事後的に各

種の情報を総合 して評価する法律論はともかく(そ れは、ある種、競馬のレース後に「当

た り馬券Jの解説を完璧にできるのに似ている)、 現実的には、相手が事態認定を回避

する戦い方を工夫する中、不十分な情報に基づき、極めて厳 しい判断を迫 られるもので

ある。また、事態認定をするということは相手に対する政戦略的なメッセージであ り、

相手にエスカレーションの回実を与えるという重大な影響を生む可能性 もある。第一

次世界大戦において戦争の意思のなかった ドイツが、ロシアの動きに対応 して動員令

を発 したことで戦争への歯車が回転 し、誰 もが制御できないまま世界を巻き込む戦争

に発展 したことも銘記すべきであろう。自衛隊の運用上のニーズを満たすために、不透

明な状況下で事態認定を無理に行 うということは本末転倒の議論にな りかねないこと

に留意すべきである。

また、平和安全法制の検討の中で、離島への武装集団の不法上陸等への対応について、

自衛隊への新たな権限付与ではなく、迅速な事態認定により警察機関と自衛隊が隙間

なく対応する体制づ くりをするとされた。法律上の権限の議論は、「迅速な事態認定」

という言葉で整理できるが、本来は現場(例 えば沖縄県警や鹿児島県警等)に執行能力が

あるかどうかこそが重要であ り、かかる観点からの検証を行い、必要とあれば、更なる

改善についても検討を行 うべきであろう。

② 国を守る「意思Jの共有・強化

ウクライナにおいて軍、そして国民がロシアの侵略に抵抗 し、国の主権を守る姿勢を

見るにつけ、わが国として国を守る「意思」を広 く浸透させることが課題であると認識

させられる。

真に、抑止力を強化するためには、防衛を任務 とする自衛隊員だけでなく、広 く国民、

企業、そして政府機関関係者で「国を守る」という「意思」を共有 し、必要な態勢を整

えることが重要である。確かに、国民の自衛隊への理解、支持は 1995年 の阪神淡路大

震災以降著 しく高まっている。しかし、そこで深まったのは、主として「災害派遣」で

助けてくれる自衛隊への理解であ り、必ず しも「国を守るJ自衛隊への共感ではない。

いまだに、社会には防衛 との関わ りをネガティブに捉える傾向が根強 く存在する。例え

ば、科学者の代表機関である日本学術会議は軍事目的の研究への反対姿勢を貫いてい

る。また、昨今、我が国の防衛産業の防衛分野からの撤退が話題になることが多いが、

その際、企業の経営陣から聞かれるのは「防衛は利益率が低い一方で、レピュテーショ

ンリスク (Reputation Rsk)力 高`い」という声である。企業においては、防衛に関わる



ということが市場、一般世論、株主の間においてマイナスに評価 されているという認識、

危倶が深 く浸透 している。

また、国の施策においても、防衛大臣が「総合科学技術・イノベーション会議J(議

長 :総理)の メンバーとされず科学技術行政において防衛が排除された り、空港・港湾

等のインフラの整備、運営においても防衛への配慮に欠けるなど防衛 との関わ りを忌

避する傾向は依然根強い。サイバー防衛でも、世界では、国全体の防衛で軍が大きな責

任を有する国がほとんどであるが、わが国の場合は、自衛隊のサイバー部隊は自衛隊の

システムの防衛のみを目的としてお り、各省庁がそれぞれの所管の施策を行い、内閣官

房の NISCに おいて総合調整を行 うという極めて分権的で非効率な体制をとっている。

国の予算においても、既存の「防衛費」の垣根を外 し、安全保障への関わ りを明確に

した施策を広 く「安全保障関連経費」として整理することにより、国を守る「意思」の

共有促進に資するとともに、国の効率的な資源配分に寄与することができよう。ただし、

注意すべきは、安全保障への関わ りを担保する仕組み作 りこそが重要であり、GDP比
2%と いう数値目標達成の数合わせのために定義を見直すという姑息なことがあって

はならない。

③ 明確なメッセージの「伝達J:基本的な方針の見直 し

「意思」、「能力」の強化 とともに、相手、特に権威主義国家の指導部に対 し、より明

確な戦略的なメッセージを発 し、わが国の自国防衛への決意を伝達 し、日本 という国の

「手強さ」を「認識」させることも必要である。かかる観点から、これまで防衛政策の

基本 としてきた「専守防衛」の在 り方についても議論の対象 とすべきと考える。

「専守防衛」は、「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使 し、その防

衛力行使の態様 も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のた

めの必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿

勢」であ り、わが国の防衛の基本的な方針 とされてきた。

自衛隊の創設当初は、過去の歴史的経緯による国民の軍事に対する強い不信やアジ

ア諸国の日本の軍事大国化への不安が根強 くあ り、それらの懸念に応えるためにも、わ

が国の防衛政策の「受動性」を強調する必要があった。今日、陸海空自衛隊が創設され

てから70年近 くが経ち、自衛隊の運用・防衛力整備等におけるシビリアンコントロー

ルが確立され、自衛隊の活動、役割に対する国内外の肯定的な評価が定着 したことによ

り、防衛戦略の「受動性」を強調する意義は十分に果たされたと考えられる。

一方で、「専守防衛」が「受動的な防衛戦略の姿勢」 という抽象的、あいまいなもの

であるが故に、専守防衛 という考え方が防衛力の中身や運用の在 り方を必要以上に厳

しく制約する論拠 となってきてお り、例えば、かつて、米国製戦闘機の導入に際 して、

対地爆撃機能や空中受油装置をわざわぎ取 り外 して導入されるなどしてきた。軍事に

おいて攻撃 と防御は表裏一体のものであり、局面に応 じて使い分けられるべきもので



あるが、「専守防衛Jと いう曖味な概念が「攻撃Jイ コール「侵略的」かのような誤解

を生んできた。今日でも、サイバー防衛において、反撃を合む能動的な防衛策を講 じる

必要があるが、アクティブ・サイバー・ディフェンスについて、「専守防衛に反する」

など的外れな議論を呼ぶ原因となっている。

「内局」的な発想からすれば、「専守防衛Jを見直すニーズは出てこない。専守防衛

の下で、実現困難なことは攻撃型空母や ICBMの保有 くらいであり、それ以外の施策

は、「反撃能力」の保有を含めて、手間と時間をかければ、国会、国民の理解を得るこ

とは可能であ り、多大な行政上のコス トをかけ、また国際的な批判を招 くリスクを負つ

てまで手を付ける課題ではないという結論になるであろう。

しかし、ロシア、中国、北朝鮮 という核戦力を合む強大な軍事力を擁する権威主義国

家による国際社会への個喝・挑戦に対 して、わが国の平和と安全、そして地域の安定を

確保するためには、憲法の精神にのっとった「受動的な防衛戦略の姿勢」なる抽象的、

曖味な政策を基本 とし続けるのではなく、自国防衛に主体的能動的に取 り組む姿勢を

強 く発信すべきである。

また、政策の基本方針の在 り方を考えた場合、今日の安全保障においては、軍事力に

加え、経済安全保障の役割が高まり、先端技術がゲームチェンジャーと称され、SNS等

を活用 した情報戦が戦いの死命を制するなど、より多角的な視点が求められている。

ついては、わが国としては、これまでのシビリアンコントロールの実績、国際的な信

頼の高まりも踏まえ、憲法に基づき防衛力の整備・運用における「必要最小限」という

考え方は維持 しつつ、「専守防衛」という曖味な方針に替えて、防衛力を中核に、経済、

技術、外交、情報、サイバー等の諸施策を結集 して国の安全を確保する「総合的抑止J

という考え方を安全保障の基本的方針 とし、新たな安全保障環境に対応 して国を守る

姿勢を明確に発信すべきである。

その際、対外関係では、中国、ロシア、北朝鮮などは「日本軍国主義の復活」等の批

判を展開すると思われるが、国際ルールを無視する権威主義国家に批判 される筋合い

はなく、これまで培ってきた国際的信頼に基づき、わが国の基本姿勢を
「

寧に説明する

ことにより、東南アジア等の関係諸国の理解を得てい くべきであろう。

(2)核による個喝は通用 しないと「認識」させる施策の強化

唯一の被爆国であるわが国としては、核兵器の究極的な廃絶を目指すべきことは論を

待たない。しかし、国際ルールを無視 し、核兵器を含む軍事力で周辺諸国を個喝する権威

主義国家に対 し、核廃絶を訴えても馬耳東風であり、理想論で問題が解決できないことは、

今年 8月 の NPT会議が、核保有国ロシアの反対で決裂 したことを見れば明らかである。

わが国としては、核廃絶を究極の目標 としつつも、それに至るプロセスにおいては国の平

和と安全を守るために現実的な方策をとるべきである。核兵器を嫌悪するからと言つて、



核 との関わ りを拒否するだけでは安全を確保できないのが安全保障の現実である。

今や、核を巡 り北朝鮮、中国、ロシアの脅威が高まる一方で、米国の圧倒的な軍事的優

位が揺 らぎ、また米国の外交政策での内向き傾向が強まる今、「拡大抑」Lは揺るぎない」

とする米国政府の言葉だけで拡大抑止の実効性、信頼性が担保 される訳ではないことを

認識する必要がある。

拡大抑止を機能させるためには、抑止する側 (米国)が報復する意思と能力を持ち、抑

止される側 (1ヒ朝鮮、中国、ロシア)が相手に意思 と能力があると認識 し、更に、抑止の

提供 を受ける者 (日 本)が拡大抑止を信頼 していることが必要である。

現在のわが国の問題は、非核三原則によりわが国自身は核 との関わ りを持たないが、米

国の拡大抑止に期待するとして米国の判断に全て依存 している結果、抑止される櫻1(北朝

鮮、中国、ロシア)へのメッセージが希薄であるとともに、わが国自身が拡大抑止の信頼

性に不安を感 じつつあることにある。

この問題を解決するためには、わが国自身が核抑止のために主体的な役割を果たすこ

と、及びわが国が米国の核使用の意思決定に関与 し拡大抑止の信頼性を自ら確認するこ

とが必要である。

具体的には、現在進められている、「反撃能力」の検討に加え、以下の施策を具体化す

べきである。

第一に、非核三原則の「持ち込ませず」を見直すこと。

現在、米軍の艦艇等には戦術核は搭載されていないこと、また、SSBNや長距離戦略爆

撃機が日本に立ち寄るニーズがないことから、「持ち込ませず」を見直す軍事的必要性は

ないとする意見もある。しかし、問題は核搭載艦艇等が実際に寄港するかどうかではなく、

日本の核抑止政策 として、自らは核に関わらず米国の拡大抑止に期待 しますという他人

事のような政策を改め、自国としても関与するという姿勢を明確にすることが必要であ

る。

第二に、日米間の拡大抑止協議(EDD)を充実・強化すること。

2010年以来日米間の事務 レベルで実施 してきた拡大抑止協議を、政治レベルが関与す

るものに格上げするとともに、協議内容を深化させ、核の威嚇・脅 しへの対応や核使用の

判断・意思決定のプロセスにわが国が関与するメカニズム作 りを目指す。また、同協議の

枠組みの下で、中距離弾道 ミサイルの米中間のギャップについての対応を日米間で協議

すべきである。

第二に、核シェアリング (日 本の領土内に米国の核兵器を配備 し共同運用する方式)に

ついての研究・議論を進めること。

核シェアリングは、核に対する国民の拒否感が強い中、実現のハー ドルは極めて高いも

のであるが、核兵器の運用についてのわが国の関与を確実にし、拡大抑止の信頼性を高め

るものであり、NATOの
'1を

参考に日本版核シェアリングの可能性を研究すべきであろ



う。政府の拡大核抑 I卜協議等の場が活用できないのであれば、民間シンクタンクレベルで

日米間の議論を進めるという方法 も考えられよう (日 本の場合、民間シンクタンクの財政

基盤の脆弱さがネックとなる可能性があり、社会における防衛の「意思J涵養 と合わせ、

民間シンクタンクの活性化に取 り組む必要がある)。

現状は、国連安保理常任理事国であ り、核保有国として NPT体制を支え、核軍縮に努

める義務を負 うロシアが、核使用の可能性をちらつかせてウクライナそして国際社会を

l・l喝 するというのは由々しき事態であ り、非核保有国がその安全確保のために自ら核を

保有するという議論が生まれても不思議ではない。かつてソ連の核戦力の増強等に対 し

てわが国でも清水幾太郎氏や中川八洋氏などの論客が「l本核武装論を展開したが、最近

では骨太な保守派論客がいないためか核武装を論ずる声は聞かれない、個人としては、日

民感情、国際的信用、膨大な費用等を考慮すればわが国の核武装というのは賢明な選択で

あるとは思わないが、核武装についての議論が国内にあるということは、日本の核武装を

望まない米国に拡大抑止の信頼性向 卜への真剣な取 り組みを促すとともに、核戦力を強

化 し核による1同 喝を行 う北朝鮮、中国、ロシアヘの-4+Jと しての役割を期待できるのも事

実であろう。

(3)日本への攻撃が米本上への攻撃 と同価値 と「認識Jさ せる施策の強化

現在の安全保障を巡 る議論では、仮に中国による台湾への軍事力行使があった場合、米

軍による介人が当然という認識が 一般化 しているようであるが、台湾防衛について米国

に明確な条約上の義務がないこと、米国の内向き傾向が強まることがあっても弱まるこ

とはないこと等を考慮すれば、中国の軍事力行使の形態にもよるが、米軍が介入しないと

いう可能性も [―分あると考えられる。

一方で、日本に対する武力攻撃については、抑止される側に、日本を攻撃することは、

100%確実に米国との本格的な武力紛争にエスカレー トすると 嗽 識Jさ せ、同時に米国

に対 しても、日本が攻撃された場合には米軍が本格的に反撃するしか選択肢はないとの

■1組みを作っていくことが必要である。

そのためには、言うまでもなく、まずは、政策面運用面での日米同盟の強化・深化が必

要である。

首脳、閣僚 レベル (「 2■ 2」 )での政策協議を引き続き強化するとともに、ガイドライ

ンに基づ く同盟調整メカニズム、共同計画策定メカニズム等を実質的に機能するように

活性化し、日々の運用面でも情報収集、ISR、 訓練・演習等で協力の強化を図っていく必

要があろう。

また、在日米軍の存在は、わが国防衛そして日米安保体制の効果的な運用のために不可

欠であり、わが国としては、地元の基地負担の軽減に努めつつ在日米軍の戦略的価値を高



める施策を進めるべきである。

既に米海軍にとっては、横須賀、佐世保、岩国等が、西太平洋における唯一の空母母港、

第 7艦隊への整備、補給等の拠点として米海軍戦略上不可欠な役割を果たしている。更

に、米国が中国を最大の競争相手と見なす中で、海兵隊等の戦略も変化 しつつある。以前

は、日本が中国に近接 しすぎていてリスクが高いとして、戦力を一旦引き下げるべきとい

う、いわゆるオフショアバランス論が主張されたこともあったが、現在では、一旦第一列

島線から引き下がると、その奪還は困難、あるいは多大なコス トがかかるとの認識から、

第一列島線を守 り抜 くという考え方が米海兵隊のスタンドイン部隊構想や米陸軍のマル

チ ドメイン戦略などで定着 しつつある。

中国にとっての第一列島線は、日本の国土そのものであり、わが国にとって国土/第一

列島線を死守するのは当然の戦略である。米国の地上軍 (陸軍・海兵隊)は、冷戦期以来、

アジアにおける作戦正面は朝鮮半島を想定 してお り、日本国土での作戦は念頭になかっ

た。その米軍が日本で戦 うことを作戦構想 とするのは、日米安保史上初めてのことであり、

日米の戦略の整合が取 り得ることは歓迎すべきである。わが国としては、米軍の構想と作

戦運用面でのす り合わせを十分に行 うとともに、その構想具体化の充実に向けてホス ト

ネーションサポー ト (HNS)な どを通 じて支援すべきである。

これまで、HNSに ついて、「なぜ米国のために日本の税金を使 うのか」という議論が根

強 くあった。確かにかつては、在日米軍基地が主として対 ソ連や対中東の世界戦略上使わ

れていた面もあったが、いまや米国が中国を戦略的競争相手と見倣 し、アジアに戦力の重

心を置こうとする中、日本に駐留する米軍は、わが国防衛に直結する役割を果たしてお り、

わが国の抑止力向上という観点からHNSを 効果的に活用すべきである。

また、在 日米軍基地の戦略的価値を高めるためには、抑止される側に「在日米軍基地を

攻撃することは米軍の軍事施設のみならず、軍人・軍属の家族を含む米国のコミュニティ

を破壊 し米国本土攻撃 と同価値」と認識させるべきであり、HNSを 抑止力向上の手段と

位置づけ、米軍人、軍属、家族にとっての Qualiり Of Life(生 活の質)を 向上させる施策

を進めるべきである。

3  おわ りに

「抑止Jと いうものの本質 (「認識の戦いJ)を考えた場合、今 日の状況は、冷戦時代の

米 ソ対立、東西対立 とは基本的に性格が変化 していることを認識 しなければならない。か

つては、米 ソ超大国が厳 しく対峙 しつつも、偵察衛星などの情報に基づき相手の軍事力の

将来動向を見積 り、それに相応する自らの能力整備を行 うことにより抑止を維持すると

いう、双方の合理的計算に基づ く「グーム」が行われていたが、もはやその「ゲームJの

ルールは通用 しない。一方は、相手の足元を見透かしてルール無視の「禁 じ手Jを使 うこ

とに躊躇せず、他方は、「道を説 くJこ とには長けているが、我が身大事 という「弱さ」



の本音が透けて見える。

もとより「価値Jは大切である。しかし、「価値Jを説 くだけでは問題は解決できない。

今日のLLF界で求められているのは
「
価値に基づ く現実主義Jであり、ところかまわず「価

値Jを振 り回し、山界を線引きすることではないはずである。

ペロシ米 ド院議長の台湾訪問を最も「歓迎Jし たのは、台湾の人々ではなく中国人民解

放軍であったであろう。同氏訪間後の人民解放軍による迅速かつ大規模な軍事演習を見

るに、彼 らは周到に準備を重ねてお り、待ち望んでいたのは「きっかけJ、 「国実Jだ けで

あったのは明らかである。ベロシ氏の政治家個人としてのレガシー作 りが、このような結

果を招 くことは誰 くぅが予想 していたところであ り、それについて米軍の最高司令官であ

るバイデン大統領が、「米軍はいい考えだと思っていない」と他人事のような発言をした

ことには、正直、力が抜ける思いが した。

米国の国力の低下、国内の分断、内向き傾向等には、人いなる不安を感 じるが、わが国

としては、自国の安全を確保するためには、価値 と戦略的利益を共有する米国との同盟を

活用する以外の選択はない。北朝鮮が核の先制使用を排除しない政策を公表するなど1青

勢が更に悪化する今、もはや「差 し掛けられた傘 |(「拡大抑止Jを論 じた佐藤行雄氏の著

書名)と いう他律的な力にだけ依存することはできないと認識 して、わが国の主体的な取

り組みにより、抑止力を高めることが求められている。


